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①糖尿病等の生活習慣病や慢性腎臓病の予防の推進
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１．新経済・財政再生計画 改革工程表2018の記載 及び 前回示された課題

＜第24回経済・財政一体改革推進委員会にて提示された課題＞

＜新経済・財政再生計画改革工程表2018の記載＞

○ 埼玉県において行われている取組等の好事例について、日本健康会議の重症化予防ＷＧにおいて把握、展開を図っていくべき。
○ 一体改革推進委員会においても定期的にヒアリングを行い、進捗を踏まえた対応を検討していくべき。
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２．課題への具体的な対応等
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①糖尿病等の生活習慣病や慢性腎臓病の予防の推進

現状

○ 2017年７月に重症化予防WGのとりまとめ及び事例集を公表し、都道府県、市町村、医師会等の役割や連携体制の
あり方等を示したところ。現在は、同WGにおいて、2016年4月に公表した国版「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」の改
定に向けて、関係者の役割やプログラムの条件（要件）等について議論を行っており、同プログラムの活用等により、事業評
価も含め、先進・優良事例の把握及び横展開を図る。（国版「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」は、2018年度中を
目途に改定予定）
※ 埼玉県においては、国が重症化予防プログラムを行う以前から、県が糖尿病性腎症重症化予防プログラムを策定（2014年５月）しており、
全国でも先進的な事例。



２．課題への具体的な対応等
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①糖尿病等の生活習慣病や慢性腎臓病の予防の推進

現状
○ 慢性腎臓病（CKD）診療連携体制の構築支援・好事例の横展開を行うため、2019年２月に都道府県向けに「腎疾
患対策担当者会議」を実施し、地方自治体におけるCKD対策の先進事例の紹介を行った。2019年度予算案の新規事
業であるCKD診療連携構築モデル事業等を活用し、地域の実情に応じた取組事例を構築し、横展開を図る予定である。
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（出典）2019年２月「腎疾患対策担当者会議」資料より抜粋、加工

新規透析導入患者数
▲61名（▲20.7％）
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２．課題への具体的な対応等
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①糖尿病等の生活習慣病や慢性腎臓病の予防の推進

現状

○ 今後、取組を更に進めるため、保険者努力支援制度について、配分基準のメリハリ付けを行う中で、生活習慣病の重症
化予防につながる指標の配点割合を高めること等、指標の見直しを検討。

○ 糖尿病等の重症化予防に関する取組の実施状況については、 2018年度より本格実施した保険者インセンティブの評価
指標としている。（保険者努力支援制度は2016年度より前倒しで実施。）



２．課題への具体的な対応等
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①糖尿病等の生活習慣病や慢性腎臓病の予防の推進

残る課題及び論点：

○ 糖尿病等の生活習慣病や慢性腎臓病の予防の実施状況には自治体間で差がある。その要因としては、各自治体の取
組を推進するにあたり、関係団体との連携体制づくりを含めた実施体制の整備状況にばらつきがあることが考えられる。

現状

○ このほか、健康寿命の延伸、健康格差の縮小等の基本的な方向を定めた健康日本21（第二次）を更に普及、発展さ
せるため、企業・団体・自治体との協力・連携のもと、「適度な運動」、「適切な食生活」、「禁煙」、「健診・検診の受診」を
テーマに、より多くの人々の健康づくりの意識を高め、行動変容につながる取組として「スマート・ライフ・プロジェクト」を推進して
いる。

○ 今後は、「スマート・ライフ・プロジェクト」 を通じて、健康増進や生活習慣病の予防の取組を行う参画企業・団体等への支
援や、 「健康寿命をのばそう！アワード」による優れた啓発活動や取組事例に対する表彰を行うとともに、それらの好事例
（※）の横展開に向けた方策を実施することで、健康無関心層を含む国民への働きかけを更に推進していく。
（※）野菜摂取量増加に向けた地方自治体の取組や、一般家庭における減塩にボランティアが協力する取組など地域の関係者が一体となっ

て推進する取組



②「特定健診・特定保健指導事業の医師会モデル」の
全国展開
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１．新経済・財政再生計画 改革工程表2018の記載 及び 前回示された課題

＜第24回経済・財政一体改革推進委員会にて提示された課題＞

＜新経済・財政再生計画改革工程表2018の記載＞

○ 厚生労働省において、地域の医師会等とも連携しながら特定健診・特定保健指導の実施に取り組む好事例の横展開を引き続き行うべき。
○ この取組と併せ、厚生労働省において、保険者インセンティブ制度で、特定健診・保健指導の実施率を評価指標に入れ、取組を支援
（2018年度から国保の保険者努力支援制度が本格実施）するなど、目標値（2023年：70％（特定健診）、45％（特定保健指導））の早期
達成を目指し、実施率の向上につながる効果的な方策等を検討していくべき。
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２．課題への具体的な対応等
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現状
○ これまで、特定健診・保健指導の集合契約の運用ルールを整備するなど、保険者による地域の健診・保健指導機関への
委託を推進してきたところ。

○ また、日本健康会議や「健康寿命をのばそう！アワード」などにおいて、好事例の収集・横展開（優良事例の表彰、ＨＰ
での公表）を行っているところであり、今後、更なる好事例やナッジの活用例の収集・横展開を進める。

○ このほか、特定健診・保健指導の実施率の向上に向けて、実施状況の見える化を進め、保険者による更なる取組を促し
ていく。
（※）特定健診・保健指導の保険者別の実施率を2017年度実績から厚生労働省において公表（2019年３月18日に2017年度実績を

公表済）。

○ 特定健診・保健指導については、2018年度より開始した保険者インセンティブの評価指標としている。今後、まずは目標
値の早期達成を目指し、保険者努力支援制度においてメリハリを強化するなど、実施率の向上につながる効果的な方策等
を検討。

②「特定健診・特定保健指導事業の医師会モデル」の全国展開



２．課題への具体的な対応等
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残る課題及び論点：
○ 特定健診の実施率の向上に向けて、健診の案内・周知の工夫や健診へのアクセスの工夫といったさらなる好事例の収集や
横展開の方法等について検討が必要。

②「特定健診・特定保健指導事業の医師会モデル」の全国展開
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